
第119回定時株主総会その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

連 結 注 記 表
個 別 注 記 表

第119期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

本内容は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた
株主の皆様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略
しています。



【連結注記表】

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 15社

連結子会社の名称は、事業報告の「重要な子会社の状況」に記載しているため、省略しており
ます。

（2）非連結子会社の名称等
該当事項はありません。

２．持分法の適用に関する事項
（1）持分法適用会社の数 ３社

持分法適用会社の名称 中山鋼業㈱、姫路鐵鋼リファイン㈱、
JOHNSON ASAHI PTY.LTD.

（2）持分法を適用しない関連会社の名称等
（関連会社） 姫路港運㈱、九州トーカイ・デーバースチール㈱
（持分法を適用していない理由）
持分法を適用していない関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等がいずれも連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の対象から
除外しております。

３．会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

② 棚卸資産
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下

げの方法により算定)

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 主として31年
機械装置 主として14年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウェアの見込利用可能期間は主として５年であります。
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③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

（4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。
・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一

定の年数（主として10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年
度から費用処理しております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数（主として10年）による定額法により費用処理しております。

② 重要な収益及び費用の計上基準
ア．鉄鋼事業
鉄鋼事業における鉄鋼製品等の販売については、主として当該物品の出荷時点で収益を認

識しております。これは、当該物品を出荷した時点で当社グループが物理的に占有した状態
ではなくなること、顧客に対して請求権が発生すること等から、その時点で顧客が当該物品
に対する支配を獲得し、履行義務が充足されるとの判断に基づくものであります。取引の対
価は、履行義務を充足してから概ね１年以内に回収しております。
イ．農業資材事業
農業資材事業における肥料製品等の販売については、主として物品の引渡時点において顧

客が当該物品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しております
が、出荷時から当該物品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であることか
ら、「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月
26日。以下「収益認識適用指針」という。）第98項に定められている代替的な取扱いを適
用し、主として当該物品の出荷時点で収益を認識しております。取引の対価は、履行義務を
充足してから概ね１年以内に回収しております。
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③ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、連結決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めてお
ります。

④ 重要なヘッジ会計の方法
ア．ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている外貨建取引及

び外貨建金銭債権債務に係る為替予約については振当処理を採用しており、特例処理の要件
を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。
イ．ヘッジ手段とヘッジ対象
為替予約
予定取引

金利スワップ
借入金

ウ．ヘッジ方針
当社の社内規程である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、為替変動リスク及び金利

変動リスクをヘッジしております。なお、当該規程にてデリバティブ取引は、事業活動の一
環としての取引（予定取引を含む。）に限ることとし、トレーディング目的での取引は一切
行わない方針としております。また、連結子会社についても概ね当社と同様であります。
エ．ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計又は相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有
効性を評価しております。ただし、振当処理によっている為替予約及び特例処理によってい
る金利スワップについては、有効性の判定を省略しております。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、その効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却しております。な

お、朝日工業㈱の取得に係るのれんの償却期間は10年であります。
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Ⅱ．会計方針の変更等に関する注記

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28
日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しておりま
す。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等（以下、「法人税等」という。）について、
法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等につ
いて、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して
計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等
が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上す
ることといたしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はそ
の他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人
税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
また、親会社の持分変動による差額に係る連結計算書類固有の一時差異について資本剰余金
を相手勘定として繰延税金資産又は繰延税金負債を計上していた場合で、当該子会社等に対す
る投資を売却するなど、一時差異が解消した際の繰延税金資産又は繰延税金負債の取崩しにつ
いて、従来、対応する額を法人税等調整額に計上することとしておりましたが、資本剰余金を
相手勘定として取り崩すことといたしました。
法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年
改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）第65−２項(2)ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡
及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、
対応する金額を資本剰余金又はその他の包括利益累計額のうち、適切な区分に加減し、当該期
首から新たな会計方針を適用しております。
なお、これによる当連結会計年度の連結計算書類に与える影響はありません。また、当連結
会計年度の「利益剰余金」の当期首残高が33百万円増加し、その他の包括利益累計額の「そ
の他有価証券評価差額金」の当期首残高が同額減少しております。
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Ⅲ．収益認識に関する注記

１．収益の分解
当社グループは、鉄鋼事業及び農業資材事業を営んでおります。顧客との契約から生じる収

益を分解した情報は、以下のとおりであります。
（単位：百万円）

報告セグメント
その他 調整額 連結計算書類

計上額鉄鋼事業 農業資材事業 計
売上高 188,525 12,196 200,721 4,813 △335 205,199

２．収益を理解するための基礎となる情報
「Ⅰ.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「３.会計方針

に関する事項」の「（4）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項」の「②
重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

Ⅳ．会計上の見積りに関する注記

繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の回収可能性は、将来の税金負担額を軽減する効果を有するかどうかで判断し

ております。当該判断は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性、タックス・
プランニングに基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及び将来加算一時差異の十分性の
いずれかを満たすかどうかにより判断しております。
収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等

の解消見込年度における課税所得を見積もっております。課税所得の見積りにあたり、鋼材需
要や鉄スクラップ市況等の予測を主要な仮定として織り込んでおります。これらの仮定につい
ては、経営者による最善の見積りにより決定しておりますが、将来の不確実な市場環境等の変
化により、当該見積りの前提となる仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度の連結計算書類
に重要な影響を与える可能性があります。なお、当連結会計年度は、連結貸借対照表の投資そ
の他の資産に繰延税金資産176百万円を計上しております。
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Ⅴ．連結貸借対照表に関する注記

１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（1）担保に供している資産

建物及び構築物 366百万円
土地 832
合計 1,199

（2）担保に係る債務
短期借入金 300百万円
長期借入金（１年以内返済予定分を含む） 380
合計 680

２．受取手形及び売掛金
受取手形 9,100百万円
売掛金 45,285

３．棚卸資産
商品及び製品（半製品を含む） 28,903百万円
仕掛品 516
原材料及び貯蔵品 16,800

４．有形固定資産の減価償却累計額 180,865百万円

５．土地の再評価
当社は「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再

評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事
業用土地の再評価を行い、算定された評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を
「再評価に係る繰延税金負債」として計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし
て純資産の部に計上しております。
・再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号
及び第５号に定める方法により算出しております。

・再評価を行った年月日･･･････2001年３月31日
・再評価を行った土地の時価が再評価後の帳簿価額を上回っているため、差額を記載しており
ません。
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Ⅵ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
普通株式 17,145,211株

２．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2024年４月26日
取締役会 普通株式 2,047 140.00 2024年３月31日 2024年６月７日
2024年11月１日
取締役会 普通株式 1,462 100.00 2024年９月30日 2024年12月２日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額

（百万円）
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年４月25日
取締役会 普通株式 利益剰余金 2,047 140.00 2025年

３月31日
2025年
６月５日
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Ⅶ．金融商品に関する注記

１．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に関する取組方針

当社グループは、主に鉄鋼製品の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要
な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運
用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。なお、当社及び一部の連
結子会社は、社債を発行しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利
用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証

券は、主に取引先企業との業務又は資本提携に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに
晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、１年以内の支払期日であります。また、その一部に

は原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替相場変動リスクに晒されております。借入
金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引は、通貨関連では将来の為替変動によるリスク回避を目的とした為替予約

取引、金利関連では将来の金利変動によるリスク回避を目的とした金利スワップ取引を実施し
ております。当該デリバティブ取引は、将来の金利変動、為替変動又は市況変動に伴う市場価
格変動リスクを有しておりますが、上記のとおりリスク回避を目的としていることから、これ
らが経営に与えるリスクは限定的なものと判断しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、営業債権について、各社における担当部署が取引先の財務状況を定期的に

把握するとともに、取引相手ごとに期日残高を管理し、財務状況等の悪化等による回収懸念の
早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引については契約先が信用度の高い国内の銀行であるため、取引相手先の契

約不履行という信用リスクはほとんどないと判断しております。

② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
1）為替リスク
外貨建の営業債務について、事業活動の一環としての取引に伴う為替変動リスクを回避す

るために、為替予約を利用してヘッジしております。
2）金利変動リスク
借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しており

ます。
3）市場価格変動リスク
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、

また取引先企業等との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引の執行、管理については、取引権限を定めたデリバティブ取引管理規程
に従って行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新し、

流動性リスクを管理しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2025年３月31日（当連結会計年度末日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれら

の差額については、次のとおりであります。
（単位 百万円）

連結貸借対照表
計上額(＊2) 時価(＊2) 差額

（1）投資有価証券
その他有価証券 14,585 14,585 −

（2）社債 （5,000） （4,920） （△79）
（3）長期借入金 （25,930） （25,320） （△610）
（4）デリバティブ取引 0 0 −

（＊1）「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「支払手形及び買掛金」「短期借入金」「１年内償
還予定の社債」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価
額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（＊2）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。また、デリバティブ取
引の債権・債務は純額で表示しており、会計で正味の債務となる項目については、（ ）で
示しております。

（注）市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額12,144百万円）は、「(1)投資有価証券 そ
の他有価証券」には含めておりません。

― 9 ―



３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。

（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分 時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式 14,585 − − 14,585

デリバティブ取引
為替予約 − 0 − 0

資産計 14,585 0 − 14,585

（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分 時価（百万円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

社債 − 4,920 − 4,920
長期借入金 − 25,320 − 25,320

負債計 − 30,241 − 30,241

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は、相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されている
ため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引
為替予約は、金融機関から提示された価格に基づいて算定しているため、その時価をレベル
２の時価に分類しております。

社債並びに長期借入金
これらの時価は、同一の残存期間を有する債務を当社が調達する場合に現在適用される市場
での金利を基に、割引現在価値法により算定しているため、レベル２の時価に分類しておりま
す。
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Ⅷ．賃貸等不動産に関する注記

１．賃貸等不動産の状況に関する事項
当社及び一部の子会社では、大阪府その他の地域において、賃貸用の土地（建物等を含む。）
を有しております。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項
(単位 百万円)

連結貸借対照表計上額 時価
10,509 13,881

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２）当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定した金額

（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 9,183円10銭
１株当たり当期純利益 774円19銭
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【個別注記表】

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下

げの方法により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。
主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物 主として31年
機械装置 主として14年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、自社利用ソフトウェアの見込利用可能期間は５年であります。

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債
権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

（3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。
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① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（10年）による定額法で按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
ます。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
による定額法で按分した額を費用処理しております。

４．収益及び費用の計上基準
鉄鋼製品等の販売については、主として当該物品の出荷時点で収益を認識しております。これ

は、当該物品を出荷した時点で当社が物理的に占有した状態ではなくなること、顧客に対して請
求権が発生すること等から、その時点で顧客が当該物品に対する支配を獲得し、履行義務が充足
されるとの判断に基づくものであります。取引の対価は、履行義務を充足してから概ね１年以内
に回収しております。

５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップに
ついては特例処理を採用しております。

（2）退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結貸借対照表に

おけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

Ⅱ．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表に同一の内容
を記載しているため、注記を省略しております。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記

繰延税金資産の回収可能性
会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報については、連結注記表における「Ⅳ．会

計上の見積りに関する注記」に記載のとおりであります。なお、当事業年度における繰延税金
負債相殺前の繰延税金資産は1,992百万円であります。

― 13 ―



Ⅳ．貸借対照表に関する注記

１．有形固定資産の減価償却累計額 109,389百万円

２．関係会社に対する金銭債権・債務
短期金銭債権 11,745百万円
短期金銭債務 13,218

Ⅴ．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高
売上高 35,974百万円
仕入高 31,406
営業取引以外の取引高 2,681

Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
普通株式 2,520,561株
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Ⅶ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳
（繰延税金資産）

賞与引当金 315百万円
関係会社株式評価損 1,718
減損損失 953
退職給付引当金 1,440
その他 149

繰延税金資産小計 4,578
評価性引当額 △2,585
繰延税金資産合計 1,992

（繰延税金負債）
投資有価証券 △125
前払年金費用 △838
その他有価証券評価差額金 △2,290

繰延税金負債合計 △3,254
繰延税金資産の純額 △1,261
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Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の
所有割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

子会社
㈱ワイヤーテクノ

（所有）
直接63.4
間接21.6

当社製品の販売
役員の兼任

資金管理(注1) ―
流動資産
その他

（短期貸付金）
3,201

三星金属工業㈱
（所有）
直接100.0

同社製品の購入
役員の兼任

資金管理(注1) ― 預り金 3,776

朝日工業㈱
（所有）
直接100.0

鋼片の販売
同社製品の購入
役員の兼任

資金管理(注1) ― 預り金 3,300

合鐵産業㈱
（所有）
直接100.0

当社製品の販売
原料等の購入
役員の兼任

当社製品等の
販売(注2)

34,395 売掛金 7,967

原料等の購入
（注2）

21,118 買掛金 1,887

（注１）当社では、グループ内の資金を一元管理するキャッシュマネジメントシステムを導入し
ており、参加会社間で資金の貸借を日次で行っているため、取引金額は記載しておりま
せん。なお、金利については市場金利を勘案して決定しております。

（注２）取引条件の決定については、一般取引条件と同様に決定しております。

Ⅸ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 6,490円02銭
１株当たり当期純利益 473円74銭
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